
 

第１章 大気測定の結果 

Ⅰ 大気測定結果の概要 

１ 概 況 

 大気汚染物質には、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントなどがある。

これらの大部分は、工場・事業場等の活動に伴い排出されるばい煙や自動車排出ガスなどが排出源

であり、大気中の濃度が高くなると人の健康や生活環境に被害をもたらす場合がある。 

 このため、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として、大気汚染に係る環

境基準が、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、光化学オキシダント及び微小

粒子状物質の６物質について全国一律に定められている。 

 これらの大気汚染物質について、令和６年度は一般環境大気（通常人が居住する地域）を 16 測

定局で、道路周辺大気（自動車からの排ガスの影響が大きいと考えられる地点）を４測定局で、大

気汚染防止法に基づく常時監視を実施した。 

 その結果、一般環境大気では、二酸化硫黄（８局）、二酸化窒素（13局）、浮遊粒子状物質（11局）

及び微小粒子状物質（12局）について全ての有効測定局※で長期的評価による環境基準を達成した。

光化学オキシダントは、16測定局の全ての測定局で環境基準非達成となったが、注意報を発令する

状況には至らなかった。 

 道路周辺大気では、二酸化窒素（４局）、浮遊粒子状物質（４局）、一酸化炭素（２局）及び微小

粒子状物質（４局）について全ての有効測定局で長期的評価による環境基準を達成した。 

 大気汚染物質の過去 10 年間の推移を年平均値でみると、一般環境大気では、二酸化硫黄、二酸

化窒素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質は緩やかな減少の傾向にあり、光化学オキシダントは

おおむね横ばい傾向を示した。道路周辺大気では、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物

質はいずれも緩やかな減少の傾向にあり、一酸化炭素は横ばい傾向を示した。 

 微小粒子状物質（PM2.5）については、令和６年度は県内３地点（１地点は長野市が測定、１地点

は松本市が測定）において成分測定を実施した。４季節（長野市にあっては夏季及び冬季の２季、

松本市にあっては夏季の１季）において各２週間試料採取及び質量濃度を測定し、各日（長野市及

び松本市にあっては採取期間中、高濃度となった２日分）のイオン成分、金属成分、炭素成分につ

いて成分組成を測定した。 

 有害大気汚染物質について、令和６年度は６測定局で、ベンゼン、トリクロロエチレンなど 23 物

質の大気中濃度を測定し、そのうち環境基準又は指針値が設定されている 15 物質については、全

ての測定局で環境基準又は指針値を達成した。また、環境基準や指針値が設定されていない８物質

については、経年的にみると、その濃度はほぼ横ばい又は低下傾向を示した。 

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）に基づき

届出されている物質のうち、大気への排出量が多い物質については、平成 21 年度から測定を開始

し、令和６年度は３測定局で６物質の濃度測定を実施した。 

 酸性雨調査については、令和６年度は４地点で調査を実施し、全県平均値は pH 5.12、pHの範囲

は 4.67～6.35であり、過去５年間でおおむね横ばい傾向を示した。 

 ダイオキシン類については、大気中のダイオキシン類の濃度を把握するため、令和６年度は一般

環境７地点、産業廃棄物焼却施設等の周辺 10 地点で環境調査を実施し、全ての地点で環境基準を

達成した。 
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 ※有効測定局とは、年間の測定時間数が 6,000時間以上（微小粒子状物質については、年間の有

効測定日数が 250日以上）の測定局を指します。 
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２ 大気常時監視 

（１）測定地点及び測定項目 

 令和６年度大気測定計画に基づき、一般環境大気及び道路周辺大気の常時監視を実施した。測定地点

及び測定項目は表１、測定地点図は図１のとおりである。 

 

表１ 大気常時監視の測定地点及び測定項目 
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松 本 局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃

上 田 局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃

飯 田 局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
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須 坂 局 ○ ○ 〃

伊 那 局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃

大 町 局 ○ ○ ○ ○ 〃

佐 久 局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
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図１ 大気常時監視測定地点図（令和６年度） 
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(凡例）

測定地点数 記 号

固 定 局 16 ●

移 動 コ ン テ ナ 局 2 ▲

大 気 環 境 測 定 車 1 ■

固 定 局 4 ○

移 動 コ ン テ ナ 局 0 △

大 気 環 境 測 定 車 6 □

注）1 一般環境大気固定局のうち、3局は長野市、1局は松本市が設置

　　2 道路周辺大気固定局のうち、1局は長野市、1局は松本市が設置

測 定 の 種 類

一般環境
大気測定局

道路周辺

大気測定局
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（２）一般環境大気（一般環境大気測定局） 

ア 環境基準達成状況 

 令和６年度の環境基準（長期的評価）達成状況は表２のとおりであり、二酸化硫黄、二酸化窒

素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質について全有効測定局で環境基準を達成した。 

一方、１時間値の年間最高値を環境基準と比較する光化学オキシダントは、16測定局の全ての

測定局で環境基準非達成となったが、光化学オキシダント注意報を発令する状況には至らなかっ

た。光化学オキシダントの環境基準超過日数は表３のとおりである。 
 
 

表２ 一般環境大気環境基準達成状況 

項目 

測定局名 

二酸化硫黄 二酸化窒素 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質 

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6 

環境保全研究所 
( 長 野 市 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

松 本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

上 田      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

△ ○ ○ ○ 

飯 田      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 

諏 訪 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

伊 那 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大 町      ○ ○ ○ ○ ○      
    

 

佐 久 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 

木 曽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

小 諸      ○ ○ ○ ○ ○      
    

 

吉 田  △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 

篠 ノ 井 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 

真 島 ○ ○    ○ ○    ○ ○    
    

 

豊 野                
  

△ ○ ○ 

松 本 庄 内       ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○    △ ○ 

達 成 状 況 

8 8 8 8 8 13 14 13 12 13 10 12 11 11 11 7 9 9 10 12 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
8 8 8 8 8 13 14 13 12 13 10 12 11 11 11 7 9 9 10 12 

 

 

 

 

 

 

  

※△（評価対象外）についても、環境基準は超過していない。 

 

 

（表２の凡例） 

測定時間数 

（PM2.5 は有効測定日数） 

環境基準 

達成 非達成 

6,000 時間以上（250 日以上） ○ ● 

6,000 時間未満（250 日未満） △（評価対象外） 
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表３ 光化学オキシダントの環境基準超過日数 

 年度 
測定局名 R2 R3 R4 R5 R6 

環 境 保 全 研 究 所 
（ 長 野 市 ） 41 45 37 38 48 

松 本 24 16 29 29 35 

上 田 39 43 42 36 49 

飯 田 37 25 33 30 30 

諏 訪 34 25 39 34 38 

須    坂 40 39 43 22 44 

伊 那 40 23 30 30 34 

大 町 36 31 37 43 37 

佐 久 51 57 56 49 38 

木 曽 37 27 37 26 26 

小 諸 55 67 54 65 64 

中    野 39 36 29 25 30 

吉 田 36 36 37 36 47 

篠 ノ 井 37 40 51 51 55 

豊 野 23 21 22 18 30 

松 本 庄 内 - 30 39 33 46 

平 均 38 35 38 35 41 
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イ 大気汚染物質別の概要 

（ア） 二酸化硫黄 

 硫黄酸化物は主に工場・事業所などで使用される重油など、硫黄分を含む燃料が燃える際

に発生する。硫黄酸化物のうち二酸化硫黄について環境基準が定められている。 

 県内における二酸化硫黄の年平均値の推移は図２-１のとおりであり、ゆるやかに減少して

おり、近年はおおむね横ばい傾向となっている。 

 

[環境基準達成状況] 全有効測定局で環境基準を達成した。 

 

図２-１ 二酸化硫黄の年平均値の推移 

 

 

図２-２ 主な測定局における二酸化硫黄の年平均値の推移 

 

[最高濃度測定局] 

 年平均値及び日平均値の２％除外値の高い測定局は表４、表５のとおりである。 

表４ 年平均値上位測定局（SO２）  表５ 日平均値の２％除外値上位測定局（SO２）  

測 定 局 年平均値（ppm）  測 定 局 ２％除外値（ppm） 
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篠ノ井局 
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（イ） 二酸化窒素 

 窒素酸化物は、石油などが燃えることにより発生するもので、自動車排出ガス、工場、ビル

等のボイラーなどのばい煙中に含まれている。窒素酸化物のうち二酸化窒素について環境基

準が定められている。 

 県内における二酸化窒素の年平均値の推移は図３-１のとおりであり、ゆるやかに減少して

おり、近年はおおむね横ばい傾向となっている。 

 

[環境基準達成状況] 全有効測定局で環境基準を達成した。 

 

図３-１ 二酸化窒素の年平均値の推移 

 

図３-２ 主な測定局における二酸化窒素の年平均値の推移 

 

[最高濃度測定局] 

 年平均値及び日平均値の年間 98％値の高い測定局は表６、表７のとおりである。       

表６ 年平均値上位測定局（NO2）  表７ 日平均値の年間 98％値上位測定局（NO2） 

測 定 局 年平均値（ppm）  測 定 局 98％値（ppm） 

松本局 

上田局 
0.006  

上田局 

吉田局 

篠ノ井局 
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0.005 0.005 0.005 0.005
0.004

0

0.02

0.04

R2 R3 R4 R5 R6

（年度）

環境保全研究所局

（長野市）

(ppm)

0.006 0.005 
0.005 0.004 0.004 

0

0.02

0.04

R2 R3 R4 R5 R6

（年度）

伊那局

(ppm)

0.007 0.007 0.007 
0.006 0.006 

0

0.02

0.04

R2 R3 R4 R5 R6

（年度）

松本局

(ppm)

0.005 0.004 
0.004 

0.004 0.004 

0

0.02

0.04

R2 R3 R4 R5 R6

（年度）

佐久局

(ppm)

8



 

（ウ） 浮遊粒子状物質 

 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊している粉じんのうち、粒径 10μm 以下の粒子状の物

質であり、工場や自動車から発生するほか、風による土砂の巻き上げなどでも発生する。 

 県内における浮遊粒子状物質の年平均値の推移は図４-１のとおりであり、ゆるやかに減少

しており、近年はおおむね横ばい傾向となっている。 

 

[環境基準達成状況] 全有効測定局で環境基準を達成した。 

 

図４-１ 浮遊粒子状物質の年平均値の推移 

 

図４-２ 主な測定局における浮遊粒子状物質の年平均値の推移 

 

[最高濃度測定局] 

 年平均値及び日平均値の２％除外値の高い測定局は表８、表９のとおりである。 

表８ 年平均値上位測定局（SPM）  表９ 日平均値の２％除外値上位測定局（SPM） 

測 定 局 年平均値（mg/m3）  測 定 局 ２％除外値（mg/m3） 

上田局 

松本庄内局 
0.012  上田局 0.031 
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（エ） 光化学オキシダント 

 光化学オキシダントは、工場や自動車から排出された窒素酸化物や揮発性有機化合物など

が、太陽の紫外線を受けて大気中で光化学反応を起こし二次的に生成されるものであり、主

に春季から夏季にかけて高濃度の光化学オキシダントが発生する。 

 県内における光化学オキシダントの昼間の年平均値の推移は図５-１のとおりである。昭和

53 年度からの昼間の日最高１時間値の年平均値の推移は図５-３のとおりであり、全国的に

は平成 22年度頃までは徐々に増加する傾向がみられたが、近年はおおむね横ばい傾向となっ

ている。 

 また、月別の環境基準非達成の日数及び時間数の推移は図５-４のとおりであり、春季に高

くなる季節的な変動が見られる。 

 光化学オキシダントによる健康被害を防止するため都道府県知事が発令する「光化学オキ

シダント注意報」については、平成 20 年５月 23 日には、佐久地域に県内で初めてとなる光

化学オキシダント注意報を発令したが、これ以降は発令する状況には至らなかった。 

 

[環境基準達成状況] 全測定局で環境基準非達成であった。 

 

図５-１ 光化学オキシダントの昼間の年平均値の推移 

 

図５-２ 主な測定局における光化学オキシダントの昼間の年平均値の推移 
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長野県光化学オキシダント緊急時対策要綱は長野県公式ホームページに掲載 

長野県公式ホームページ＞暮らし・環境＞自然・水・大気＞大気・化学物質＞長野県の光化学 
オキシダント対策＞長野県光化学オキシダント緊急時対策要綱（PDF） 
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図５-３ 光化学オキシダントの昼間の日最高１時間値の年平均値の推移 

 

 

図５-４ 月別の光化学オキシダントが環境基準を超過した時間数と日数（全局累計） 

 

[最高濃度測定局] 

 昼間の１時間値が 0.06ppmを超えた時間の多い測定局及び昼間の日最高１時間値の年平均値

の高い測定局は表 10、表 11のとおりである。 

表 10 昼間の１時間値が 0.06ppm を超えた 

    時間数上位測定局（オキシダント） 
 

表 11 昼間の日最高１時間値の 

    年平均値上位測定局（オキシダント） 

測 定 局 年時間数（時間）  測 定 局 年平均値（ppm） 
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（オ） 炭化水素 

 非メタン炭化水素は、光化学オキシダントの原因物質とされ、中央公害対策審議会答申に

おいて、午前６時から午前９時までの非メタン炭化水素濃度を 0.20ppmC から 0.31ppmC の範

囲以下とすべきと指針が示されている。 

 県内における非メタン炭化水素の午前６時から午前９時における年平均値の推移は図６の

とおりである。また、令和６年度における非メタン炭化水素の指針値（３時間平均値の上限

値が 0.31ppmC）を超えた日は２局で１日（0.1％）であった。 

 

  
図６ 非メタン炭化水素の午前６時から午前９時における年平均値の推移 
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（カ） 微小粒子状物質 

 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊している粒子状物質のうち粒径が 2.5μm以下の粒子で

あり、浮遊粒子状物質のうち特に粒径が小さいために肺の奥深くまで入りやすいことから、

その健康影響が懸念されている。 

 微小粒子状物質は、発生源から直接排出される一次生成粒子のみならず、大気中の光化学

反応、中和反応等によって生じる二次生成粒子で構成される。また、都市地域のみならず人

為発生源由来粒子の影響が少ないと考えられる地域においても硫酸塩や土壌粒子等の粒子が

相当程度含まれており、海外からの移流分も影響していると推察されている。 

 県内における微小粒子状物質の年平均値の推移は図７-１のとおりであり、ゆるやかに減少

しており、近年はおおむね横ばい傾向となっている。 

 

[環境基準達成状況] 全有効測定局で環境基準を達成した。 

 

 

図７-１ 微小粒子状物質の年平均値の推移 

 

図７-２ 主な測定局における微小粒子状物質の年平均値の推移 

 

[最高濃度測定局] 

 年平均値及び日平均値の 98 パーセンタイル値の高い測定局は表 12、表 13 のとおりである。 

表 12 年平均値上位測定局（PM2.5）  表 13 日平均値の 98％値上位測定局（PM2.5） 

測 定 局 年平均値（μg/m3）  測 定 局 98％値（μg/m3） 
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（３）道路周辺大気（自動車排出ガス測定局） 

ア 環境基準達成状況 

 令和６年度の環境基準達成状況を長期的評価でみると表 14 のとおりであり、二酸化窒素、浮遊粒

子状物質、一酸化炭素及び微小粒子状物質について全ての有効測定局で環境基準を達成した。 

 

表 14 道路周辺大気の環境基準達成状況 

項目 

測定局名 

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 一酸化炭素 微小粒子状物質 

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6 

更埴インターチェンジ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○ ○ ○ 

岡谷インターチェンジ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○ △ ○ 

小 島 田 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 

鍋 屋 田      ○ ○         ○ ○    

松 本 渚 交 差 点 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

達 成 状 況 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 4 3 4 

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 4 3 4 

 

 

 

 

 

 

※△（評価対象外）についても、環境基準は超過していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（表 14の凡例） 

測定時間数 

（PM2.5 は有効測定日数） 

環境基準 

達成 非達成 

6,000 時間以上（250 日以上） ○ ● 

6,000 時間未満（250 日未満） △（評価対象外） 

14



 

イ 大気汚染物質別の概要 

（ア） 二酸化窒素 

 県内における二酸化窒素の年平均値の推移は図８-１のとおりであり、ゆるやかに減少して

おり、近年はおおむね横ばい傾向となっている。 

 

[環境基準達成状況] 全有効測定局で環境基準を達成した。 

 

 

図８-１ 二酸化窒素の年平均値の推移 

 

   

図８-２ 測定局における二酸化窒素の年平均値の推移 

 

[最高濃度測定局] 

 年平均値及び日平均値の年間 98％値の高い測定局は表 15、表 16のとおりである。 

表 15 年平均値上位測定局（NO2）  表 16 日平均値の年間 98％値上位測定局（NO2） 

測 定 局 年平均値（ppm）  測 定 局 98％値（ppm） 

松本渚交差点局 0.010  松本渚交差点局 0.021 
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（イ） 浮遊粒子状物質 

 県内における浮遊粒子状物質の年平均値の推移は図９-１のとおりであり、ゆるやかに減少

しており、近年はおおむね横ばい傾向となっている。 

 

[環境基準達成状況] 全有効測定局で環境基準を達成した。 

   

図９-１ 浮遊粒子状物質の年平均値の推移 

  

図９-２ 測定局における浮遊粒子状物質の年平均値の推移 
 

 

[最高濃度測定局] 

 年平均値及び日平均値の２％除外値の高い測定局は表 17、表 18のとおりである。 

表 17 年平均値上位測定局（SPM）  表 18 日平均値の２％除外値上位測定局（SPM） 

測 定 局 年平均値（mg/m3）  測 定 局 ２％除外値（mg/m3） 

更埴インターチェンジ局 0.012  更埴インターチェンジ局 0.029 
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（ウ） 一酸化炭素 

 県内における一酸化炭素の年平均値の推移は図 10のとおりであり、横ばい傾向となってい

る。 

 

[環境基準達成状況] 全有効測定局で環境基準を達成した。 

 

  

図 10 一酸化炭素の年平均値の推移 

 

図 10-２ 測定局における一酸化炭素の年平均値の推移 
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（エ） 微小粒子状物質 

 県内における微小粒子状物質の年平均値の推移は図 11-１のとおりであり、ゆるやかに減

少しており、近年はおおむね横ばい傾向となっている。 

 

[環境基準達成状況] 全有効測定局で環境基準を達成した。 

 

  

図 11-１ 微小粒子状物質の年平均値の推移 

  

図 11-２ 測定局における微小粒子状物質の年平均値の推移 

 

[最高濃度測定局] 

 年平均値及び日平均値の 98 パーセンタイル値の高い測定局は表 19、表 20 のとおりである。 

表 19 年平均値上位測定局（PM2.5）  表 20 日平均値の 98％値上位測定局（PM2.5） 

測 定 局 年平均値（μg/m3）  測 定 局 98％値（μg/m3） 

松本渚交差点局 8.8  松本渚交差点局 20.3 
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（４）移動コンテナ局 

 軽井沢町及び喬木村に移動コンテナ局を設置して、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び

光化学オキシダントの測定を１年間実施した。 

 測定結果の概要は表 21 のとおりであり、二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、

長期的評価による環境基準を達成した。光化学オキシダントは環境基準非達成であった。 

 

表 21 移動コンテナ局による測定結果一覧 

測定区分 市町村 測定局名 
二酸化 

硫 黄 

二酸化 

窒 素 

浮遊粒子 

状物質 

光化学 

オキシダント 

一般環境 軽井沢町 軽井沢町浅間台団地（コンテナ NO.1） ○ ○ ○ ●(62) 

一般環境 喬木村 喬木村阿島北（コンテナ NO.2） － ○ ○ － 

○：環境基準達成（ただし、測定時間数 6,000 時間未満の場合は △ とする。） 

●：環境基準非達成、光化学オキシダントの（ ）内は環境基準超過日数を示す。 

 

（５）大気環境測定車 

 一般環境及び固定発生源の周辺等の大気の汚染状況を把握するため、３市１町２村延べ８地点で各

27日～32日の間、各種大気汚染物質濃度の連続測定を行った。測定結果の概要は表 22のとおりであ

る。 

表 22 大気環境測定車による測定結果一覧 

測定 

区分 
測 定 地 点 名 測定月 

測定 

日数 

二酸化 
硫 黄 

二酸化 
窒 素 

浮 遊 
粒子状 
物 質 

光化学 
オキシダント 

一酸化 
炭 素 

微 小 
粒子状 

 物 質※1 

道路 阿 智 村 清 中 プ ラ ザ 4～5 31 - - - - - (○) 

道路 南木曽町妻籠クリーンセンター 5～6 30 ○ ○ ○ ● (4) ○ (○) 

一般 南 木 曽 町 木 曽 路 館 前 6～7 32 ○ ○ ○ ○ ○ (○) 

道路 更 埴 ジ ャ ン ク シ ョ ン 8～9 32 ○ ○ ○ ○ ○ (○) 

道路 松 本 市 棚 峯 公 園 9～10 29 ○ ○ ○ ○ ○ (○) 

道路 中 川 村 渡 場 地 区 10～11 32 ○ ○ ○ ○ ○ (○) 

道路 阿 智 村 清 中 プ ラ ザ ※ 2   12～1 27 ○ ○ ○ ○ ○ (○) 

道路 飯 田 文 化 会 館 1～2 32 ○ ○ ○ ○ ○ (○) 

○：環境基準達成 ●：環境基準非達成、光化学オキシダントの（ ）内は環境基準超過日数を示す。 

※1 微小粒子状物質は測定期間平均値と環境基準の長期基準(１年平均値)との参考比較。 

※2 ４月測定時に機器異常があったため再測定を行った。 
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３ 有害大気汚染物質等常時監視 

（１）有害大気汚染物質常時監視 

 大気汚染防止法第 22 条の規定により、有害大気汚染物質について常時監視を実施した。調査結

果は表 23 のとおりであり、大気環境基準が設定されているジクロロメタン、テトラクロロエチレ

ン、トリクロロエチレン及びベンゼンについて、全ての測定局において環境基準を達成した。 

 また、指針値が設定されているアクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩

化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及び

その化合物、1,3-ブタジエン及びマンガン及びその化合物について、全ての地点において指針値を

達成した。 

 

表 23-1 令和６年度有害大気汚染物質測定結果（年平均値） （単位:μg/m3） 

測定項目 

測定局 
ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン 

環境基準 150 200 130 3 

上田局 1.1 0.039 0.38 0.57 

諏訪局 2.4 0.022 1.8 0.53 

伊那局 0.96 0.017 0.92 0.52 

吉田局 0.96 0.10 0.11 0.71 

篠ノ井局 0.91 0.071 0.15 0.72 

松本局 1.3 0.055 0.24 0.69 

年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。 

  

図 12 環境基準設定物質の経年変化（全局平均値※） 

※長野市測定局及び松本市測定局は除いた 3 測定局の平均値 

（R2 年度は 4 測定局の平均値） 
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       表 23-2 令和６年度有害大気汚染物質測定結果（年平均値） 

測定項目 

測定局 
ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

塩化 
ビニルモノマー 

塩化メチル クロロホルム 
1,2- 

ジクロロエタン 

単 位 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 

 指針値※ 2 120 10 94 18 1.6 

上田局 （0.005） 2.1 0.016 1.5 0.14 0.15 

諏訪局 （0.005） 1.4 0.008 1.4 0.12 0.13 

伊那局 （0.005） 1.5 0.008 1.4 0.12 0.15 

吉田局 0.020 0.52 0.017 1.6 0.15 0.14 

篠ノ井局 0.023 0.57 0.017 1.6 0.15 0.14 

松本局 0.020 0.41 0.022 1.6 0.14 0.13 

※指針値とは「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値」 

年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。 

 

 表 23-3 令和６年度有害大気汚染物質測定結果（年平均値） 

測定項目 

測定局 

水銀及び 
その化合物 

ニッケル化合物 
ヒ素及び 
その化合物 

1,3- 
ブタジエン 

マンガン及び 
その化合物 

単 位 ng/m3 ng/m3 ng/m3 μg/m3 ng/m3 

 指針値※ 40 25 6 2.5 140 

上田局 1.8 0.53 0.63 0.027 6.4 

諏訪局 1.7 0.45 0.55 0.024 3.9 

伊那局 1.7 0.69 0.56 0.031 3.7 

吉田局 1.7 （0.50） 0.42 0.071 （2） 

篠ノ井局 1.7 0.90 0.38 0.083 3.0 

松本局 1.6 1.7 0.54 0.078 5.2 

※指針値とは「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値」 

年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。 

 

 

測定項目 

測定局 
酸化エチレン トルエン 

ベリリウム及び 

その化合物 

ベンゾ 

［a］ピレン 
ホルムアルデヒド 

単  位 μg/m3 μg/m3 ng/m3 ng/m3 μg/m3 

上田局 0.035 1.8 0.0058 0.060 2.1 

諏訪局 0.027 1.7 0.0041 0.046 2.2 

伊那局 0.032 1.5 0.0045 0.091 1.7 

吉田局 0.052 2.8 （0.05） 0.067 0.63 

篠ノ井局 0.042 3.4 （0.05） 0.14 0.64 

松本局 0.036 2.4 0.0025 0.059 1.1 

  年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。 
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測定項目 

測定局 
クロム及び 

その化合物 
六価クロム化合物 

クロム及び 

三価クロム化合物 

単  位 ng/m3 ng/m3 ng/m3 

上田局 0.76 - - 

諏訪局 0.67 - - 

伊那局 0.63 - - 

吉田局 （1.0） - - 

篠ノ井局 （1.2） - - 

松本局 1.8 0.19 1.7 

年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。 

 

（２）特定化学物質調査 

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）に基づく

届出されている物質のうち、大気への排出量が多い物質の現状を把握するため、大気環境中のエチ

ルベンゼン、o-キシレン、m,p-キシレン、スチレン、ノルマルヘキサン、1-ブロモプロパンについて

３地点で調査した。結果は表 24のとおりである。 

 

表 24 令和６年度特定化学物質調査結果（年平均値）  （単位:μg/m3） 

測定項目 

測定局 
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ o-キシレン m,p-ｷｼﾚﾝ スチレン ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ 1-ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 

上田局 0.79 0.27 0.70 0.10 0.46 0.29 

諏訪局 0.43 0.22 0.52 0.097 0.40 （0.08） 

伊那局 0.52 0.23 0.57 0.081 0.38 （0.10） 

 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。 
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